　助成金・補助金の申請案内　
（平成19年4月現在の資料です。）

大阪府共同募金会が申請受付の窓口となっているものは、下記の3種類です。いずれも同一年度に、同一法人の複数の施設が同じ助成金等へ申請はできません。

　②③の申請を計画している法人は、「助成金等申請計画概要」（様式10）に記入の上、直接本会へ1部提出して下さい。（締切：平成19年5月31日）

　申請時期が来ましたら連絡します。毎年要綱の見直しがありますので、詳しくは大阪府共同募金会（☎06-6762-8717）までお問い合せ下さい。

①中央競馬EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(うまぬし),馬主)社会福祉財団助成金（参考：平成19年4月の受付要綱）

　　馬主の方々が競馬賞金の一部を自発的に拠出し、社会福祉の推進に役立てるもので、大阪府共同募金会では、京都馬主協会を通じて申請を行ないます。

　　　１．要望申請受付時期
　　　平成19年4月1日（日）～平成19年4月20日（金）【厳守】

　　　２．決定時期
　　　　　　平成19年10月中旬、中央競馬馬主社会福祉財団で審査決定

　　　３．事業実施時期
　　　　　　平成19年11月上旬以降、京都馬主協会での実務者会議、目録贈呈式終了後、事業が実施できます。

４．助成対象
社会福祉法人または民法第条に基づいて設立された法人

　　　５．対象事業
　　　　　　・施設の設置、拡充、改築（10年以上経過の改修を優先）

　　　　　　　（対象外…事業費総額2,000万円以上の工事、借家にかかるもの）

　　　　　　・設備、備品（10万円以上で5年間管理できるもの。10年以上使用の更新・買替を優先）

　　　　　　　（対象外備品…遊具、医療機器、コンピューターのソフト(プログラム開発を伴うもの)）

　　　６．要望額
　　　　　　要望金額は万円単位、事業費総額は円単位とする。

　　　　　　・補助率…事業費総額の4分の3以内（ただし、下記⑽の率による）

　　　７．補助方針と留意事項
　　　　　 ⑴ 緊急性、必要性が明確で、適切な資金計画を有していること。

　　　　　 ⑵ 1法人1施設。（要望書提出にあたっては、必ず法人内で調整し、1施設に絞って提出して下さい）

　　　　　 ⑶ 設立3年以内の法人は対象としない。（※平成15年度設立法人まで対象）

　　　　　 ⑷ ⑶にかかわらず、小規模授産施設を運営する法人は、法人設立1年を経過した後、対象とする。

ただし、共同作業所として実績があり、通算して3年を超えていること。

　　　　　 ⑸ 老人福祉施設は、申請施設が設立年以上経過した後、対象とする。

　　　　　 ⑹ 保育所、老人保健施設、訪問看護ステーション、ＮＰＯ法人、法人格のない共同作業所は対象外。

　　　　　 ⑺ 前年度助成法人は、対象外。（受配には京都馬主協会、阪神馬主協会経由とも含む）

　　　　　 ⑻ ①助成歴のない法人(過去10年間を勘案)②助成金総額、助成回数の少ない法人の順で優先順位とする。
　　　　　 ⑼ Ａ：母子・児童・障害児(者)福祉　Ｂ：老人福祉(養護老人ホーム・軽費老人ホームなど)　Ｃ：老人福祉(特別養護老人ホーム)の順を優先順位とする。

　　　　　 ⑽ 助成金の上限と助成率の上限

　　　　　　　Ａ施設は、700万円程度、70％とする。Ｂ・Ｃ施設は400万円程度、50％とする。（その他の施設もこれに準ずる）

　　　　　 ⑾ 消費税は、助成の対象にする。

　　　　　 ⑿ 車両については、本体の付属品(仕様)・特別仕様(必要最小のもの)及び登録諸費用(任意保険・ＪＡＦは対象外)とその消費税を対象とする。車両の更新については、原則として基準10年以上・走行距離10万㎞以上の老朽によるもののみを対象とする。車両の下取りは、財源とすること。なお、車両の助成額は、馬主協会が一定の基準で査定する。

②日本自転車振興会・日本小型自動車振興会補助金（参考：平成18年9月の受付要綱）

	日本自転車振興会　　　http://www.keirin.go.jp

日本小型自動車振興会　http://www.autorace.or.jp


　　自転車競技法と小型自動車競走法に基づいて設立された団体で、本会は、両振興会補助金のうち社会福祉の増進に寄与する事業への補助金推薦業務（福祉車両整備事業と機器の整備事業について）を行ないます。

　　　１．補助金交付要望受付時期
　　　　　　平成18年8月10日（木）～平成18年9月29日（金）【厳守】

　　　２．補助対象主体
　　　　　　社団法人、財団法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人

　　　３．補助対象事業（概要）
　　　　　　⑴重点事業

　　　　　　　①児　童

　　　　　　　　ア、児童虐待防止に資する施設の整備事業

　　　　　　　　イ、児童虐待の早期発見、早期対応に関する調査研究又は啓発普及事業

ウ、地域住民が主体となって行う子育てサポート事業

②高齢者

ア、高齢者の健やかな地域生活のための施設の整備事業

イ、高齢者虐待の早期発見、早期対応及び高齢者の権利擁護に関する調査研究又は啓発普及事業

③障害者

ア、障害者の地域活動のための施設の整備事業

イ、身体障害者補助犬の普及のための施設の整備事業

　　　　　　　　ウ、身体障害者補助犬の普及のための調査研究又は啓発普及事業

④その他

　ア、自殺の予防に関する調査研究又は啓発普及事業

　　　　　　　　イ、社会福祉の増進に係る事業で、競輪・オートレースの理解増進にも資する事業

　　　　　　⑵一般事業

　　　　　　　①児　童

　　　　　　　　ア、児童福祉施設の整備事業

イ、児童福祉の増進に係る調査研究、研修又は相談等の事業

②高齢者

ア、高齢者福祉の増進に係る調査研究、研修又は相談等の事業

イ、高齢者が自ら行う社会貢献に係る事業

③障害者

ア、障害者のための施設の整備事業

イ、障害者福祉の増進に係る調査研究、研修又は相談等の事業

④その他

ア、施設の整備事業

　　　　　　　　イ、社会福祉の増進に係る調査研究、研修又は相談等の事業

　　　　　　　　ウ、福祉車両整備事業

エ、機器の整備事業

　　　４．補助率
　　　　　　当該事業に必要であると認められる額のうち、重点事業については、4／5以内、一般事業については、3／4以内とする。

　　　５．補助事業実施期間
　　　　　　平成19年4月1日～平成20年3月31日

③車両競技公益資金記念財団助成金

　　日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会が行なう公益事業振興補助事業を支援、補完するための助成事業を行なっている。くわしくは、本会ホームページ［推薦業務を行う助成金・補助金］をご覧下さい。
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